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D-472 淋菌核酸検出（クラミジア・トラコマチス核酸検出との併算定）（ク

ラミジア尿道炎及び淋菌性尿道炎） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、クラミジア尿道炎（疑い含む）及び淋菌性尿道炎（疑い含

む）に対する淋菌核酸検出とクラミジア・トラコマチス核酸検出のそれぞ

れの算定は認められず、「淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検

出」による算定として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 留意事項通知により、クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感

染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染

が疑われる患者に対して治療法選択のために鑑別診断が必要な場合にお

いては、淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出により算定する。 

 したがって、それぞれの検査を単独で算定することは不適切であり併算

定は認めないと整理した。 

 


